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日清戦争後の天皇制（1）

那 須 宏

は　じ　め　に

　明治維新によって成立した天皇制統一国家は，その後，維新変革を上回る

かあるいはそれに匹敵する変革を経験することなく，第2次大戦の敗戦の日

まで存続した。日本近代全体の首尾一貫した理解にとっての真の困難は，維

新変革の本質を明らかにすることよりも，むしろ封建制から資本制への過渡

期がおわって，資本主義が支配的となった時期，さらに帝国主義への移行期

における天皇制の本質を明らかにすることにある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
　本稿の課題は，前稿「『上からの革命』について」を方法的な基礎として，

帝国主義への移行期における天皇制の本質とその支配体制を明らかにするこ

とにある。そのさい，すでに指摘しておいたつぎの2点が分析の中心とな

る。第1，U清戦争後の反動恐慌を経過するなかで資本の集積と集中がすす

み，対外膨脹への衝動が強まって，資本と権力との政策面での接近が実現す

ること，第2，このような資本と権力との抱合・癒着関係が政治体制のなか

に定着されること，すなわち，資本家階級の利4，1告代弁する政党が，国家の

基本政策の立案・決定過程に参画するようになるとと」，に，国民統合の補助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
的手段として体制内に位置づけられること，である。

　かかる問題の具体的な展開は，日清戦争によってその出発点が与えられ

る。そこで，叙述は，日清戦争を概括することからはじめる。

注（1）　『岐阜経済大学論集」第1巻，第1号，1967fr11月。
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121拙稿　農商じ高等会議について　　日本帝国主義成立史Lの一論点：『同Illl学

　報』第12号，1965年6月，Y7～9ヘーシ、

第1章日清戦争

1　開　戦　外　交

　朝鮮に勢力扶植のため，清国との戦争をも辞せずとの決意を天皇制政府が

かためたのは、すでにはやく壬午の変（1882∫卜）・甲申の変（1884fl’）以来の

ことてあった。そのため政府は，大規模な軍備拡張計画をたて，初期議会て

民党の反対を押しきってその実現につとめてきた。日清戦争の前年，軍部fl

層は．対清戦争の準備を具体的細日にいたるまですすめていた。この年5月

戦時大本営条例を制定し，海軍軍令部を海軍省から分離・独xiLlさせ，さらに

川1：操六参謀次長が朝鮮・清国を視察して作戦地域の予備調査をおこなった

ことは，清国との戦争を具体的な日程にのせていたことを示している。

　軍備の面ては、陸軍はすてに明治26年度中に既定計画を完成して，27年度

からは新戦時編成にもとづき大陸作戦のための動員計画をたてうるようにな

・ 、ていた。しかし，海軍は民党の抵抗にあって建艦計｜由｜が遅延していた。’］｝i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い態を憂慮した山県有朋枢密院議長は，26年10月、「・海軍拡張の建議1を政府

に提出した。そこては，海軍拡張の急務ばかりでなく，列強の帝国一1三義！i勺領

卜分割の主要舞台がアフリカからアジアに移りつつあるという．極東の現実

に対処すべき明治政府の八本方針が，語られていた。

　山県は，［我邦の国是1てある［開国進取とは，単に港を開て以て貿易を

行ふのみの謂に非ず，庄に能く列国対ぱ」の問に介立して，我邦の独“tlを維打

L、兼て国光を宣揚するの謂なり1と強調し、極東の情勢をつぎのように分

析した。1東洋の局面に変動を喚起すべき者は．露仏英の：国にして，此の

．1国は，何れも侵略政策を辞せさるものとすれば，其之を速にすると否とは
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一に清国形勢如何に是れ由らん而巳。1しかるに清国は　i之に応－］‘る・’、準備

を整頓すること能は」ず，「現に朝鮮の関係の如き，‘ll：端ハ発十る、1・・∫のr1

に在るを測り難し。……果して然らば，東洋の禍機は今後十年を出ずして、

破裂するものと仮定し，予め之に応ずるの準備を為すこと，パ・．国家百年のE

計に非ずや。」｛其時に及んで，我邦の敵壬たるべきものは，支那にあらず．

朝鮮にあらずして，則ち英露仏の諸国なり。、「我邦の為に計るに，今後八九

年間に十分其の兵力を整へ，一朝「li：あるも之が為めに禍害を蒙らざるのみ・ξ

らず，乗ずべきの機あらば，進んで利益を収むるの準備を為すべし。是れ実

に国家存亡の繋る所なり。」

　ところで，わが軍備の現状を見るに，1陸軍は其組織粗々緒に就］いたが

［若し今の海軍にして八九年間に整頓せざらんか．．1千年来金顧無欠の日本

帝国をして終に東洋狂瀾の渦中に倫行せしむることなきを期すべからず。1

「論じて是に至れば，海軍拡張の急務たるは復た疑ひを容れず。……ノこれ許

多の軍艦を製造し，為めに釦万の金銀を海外に輸出するは，国家経済ヒより

之を言へば，宴に悲むべしと錐も，之を為さざるが為めに，国家の生存を危

くするの恐れあるに於ては，復た之を如1・∫ともする能はざるノitり。」そして

最後に，i条約の改正を成就し，海陸の軍備を整頓するは，強ち明治政府の

辞すべからざる責任にして，縦令，何等の困難に際会するも，挫折すること

なく、以て勇進するの決意なかるべからずo不幸にして時論の之に抵抗する

ことあるも，宜しく白から其の確信する所を断行すべきのみトと・強調して，

この長之の建議をむすんだ。

　1」」県は，おくれて資本主義世ソ；市場に登場し、列強の帝国1：義的領1二分割

競争の渦中にあi）て，国家的独～」ノ1を糸i｛1持していくことが、いかに困難な業で

あるかをよく認識していたが，そのためには，過爪な軍備の負担をもかえり

みず，みずから積極的に’吊二国主義的分割競了トに参加していくべきだとぢえて

いた。そして．清国を極東における帝国主ノ⊆的対、1／1の焦点としてとらえ、そ

のなかで日本の大陸積極政策が、英仏露の帝国1三義と衝突しあうHも近いと
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判断していたが．⊥価の課題は、それに至る階梯としての，朝鮮を賭：ナた清

国との戦争にあると考えていた。

　政府が，明治27年（lb”93）6月51．1に混成1個旅団の兵力を動員しながら，

ただちに対清1旧戦にふみきれなかったのは，そのための国際的条件が整備さ

れていなかったからである。日清開戦のさいに予想されるのはロシアの干渉

てあり，清国市場に大きな権益をもつイギリスの向背も無視できなかった。

そこて，陸奥宗光外相は，「外交上に於て常に被動者の地位を執らむとする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ばも一旦事あるの［’1は軍’札ヒに於て総て機先を制せむ」との基本政略にしたが

って、列強の十渉をそらし開戦にもちこむべく細心の努力を払っていた。す

なわち，清国の拒絶を予期して朝鮮内政共同改革案を提議する一方，ロシア

　　　　　　　　　　　　　　　イの
を牽制するため「英にレラーイする」方針をとり，英・清間の離反をはかる

とともに，つぎつぎと譲歩をかさねつつ日英条約改正の成功にやっきとなっ

ていた。

　清同が期待どおり共同改革案を拒絶したため，陸奥外相は，6月22日，

「独力を以て朝鮮内政を改革する」ことを決意し，大鳥圭介公使に京城入京

を訓令した。しかし，25「1からロシアが丁渉に動きだし，イギリスも日清間

の調停にのりだした。武力干渉をも予想させる30日のロシアの撤兵勧告を腕

曲に拒絶した頃ぱ，「今に於て当時の事情を追想するも猶ほ燥然膚に粟する
ぽt

の感なき能はざるなり」という実状であった。陸奥が朝鮮にたいする積極的

進出の可能性を見出し，「速かに実際の行動を始むべし」と電訓したのは，

イギリスの鋼停が清匡1の拒絶にあって失敗し，列国の共同干渉も実現にいた

らず，とくに英・露の対立が明確になってきた7月12nのことであった。

　この6月一ド旬から7月」二旬にかけてのrl清交渉にたいする列国とくに英露

の干渉は，極東の新情勢下にオ5ける国際対立の最初の反映であり，イギリス

の帝国主義が，ロシア・フランス・ドイツの帝国主義の極東進出による挑戦

を，最初に具体的に触知させられた事象であった。イギリスとロシアとの勧

告は，朝鮮問題解決の方途として外形上大差はなかったが，しかし根本にお
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いて，極東の現状維持と現状‡∫破との2つの川営の成立を予見させるものが

あった。陸奥は，はやくもかかる事態を察知していた。　「何故に英露両国政

府が日木に対する照会は外形上殆ど同一なるに，日本政府が之に対し寛猛硝

々其度を異にせる回答を為したるやと云ふに，露国政府の意底は最初より甚

だ危険なりと推量せられ，又彼は一弛一張の外交政略を執るも，其極意は何

等の手段を施すメ，　1’1己の利害に関する・1頭に就ては，決して弛棄せずとの決

心を抱くものなりと判断せられたるも，英国政府は唯々東洋の平和の破裂せ

むことを恐れ，熱心に之を調停することに尽力するのみにて，若し白家の言

分相立たざれば，兵力を以て干渉すべしと迄の決意を有するものの如く見え
　　　　

この

ざりし一1と。

　7月16日，まちのぞんだ1・1英改正条約が調印され，日清開戦はもはや時ll罰

の問題となった。調印式のさいのキンバレー英外相の言葉，「此ノ条約ノ性

質タ・レrl本二取リテハ清国ノ大兵ヲ敗走セシメタルヨリモ寧ロ遥二優レタル

　　　　　ほ
モノアリ」は，イギリスが従来の清国による朝鮮単独管理方式を修正して，

ll本をもロシアの南進にたいする朝鮮防衛の戦列に立たせようとしていたこ

とを意味していた。｝1∫木周蔵公使が調印後の7月19　［1付の報告で，口清両国

は．一戦前後二於テ」条約をむすんで朝鮮を両国の保護国とし，「露人ノ南

侵ヲ早キニ及テ弾圧スノレ」案を建言したうえ，i要スルニ英人ハH清ヲ朝鮮

ノ北側若クハ全部二i711キ身躬ラバ共労ヲ取ラスシテ露国ノ南侵ヲ防クニ意ア
　ウ
リ．1と書いているのは、この間の消息を語っている。

　しかし，このことば，イギリスが当時積極的に日本の側にあったことを意

味するものてはない。イギリスは，清朝と結ぶことによってその現状維持策

を具休化しており，日清開戦にさいしても，緒戦の打撃にもかかわらず，最

終的には清国の優越を予想し期待していた。ただ，この時期にあらわれたロ

シアの積極的な朝鮮進出リミのまえに，イギリスの極東市場安定策のうえで日

本が・今後占むべき補助的役割を認識したにすぎなかった。イギリスのこのよ

うな極東政策にひとつの転機をもたらしたのは，9Jj中旬の平壌と黄海にお
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ける日本軍の勝利であった。これを契機にイギリスは，日本の徹底的勝利が

清国の将来に及ぼす結果を危慎しながらも，極東の現状維持を脅かす列国の

進出と清国内の民衆蜂起にたいして，清朝の武力にはもはや期待をもてず，

日本の軍事力に乗りかえようとしだしたのである。

　7月23日，なおもつづけられたイギリスの警告的勧告にたいしては，「当

初より英国の決心は露国政府の決心よりも堅からざるを信ずべき理由を有し

　　　　ゆ
居たれば」，陸奥はただちにこれを反駁し，「此回答に対しては英国政府は復

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
何等の異言もなく，俗に所謂泣殊入の姿となりて止みたり」という結果をえ

た。そして23日，大院君入闘の日，イギリスが日清開戦のさいの上海の中立

を請求してくると，陸奥は「是れ英国政府が……日清両国の交戦は到底避く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
べからず，亦之を制止し能はずとの観念あるの一証として視るべし」とし，

これを承諾した。ここに日本政府の不安は最終的に消失した。かくて開戦の

決意をかためた政府は，軍事的に機先を制することを急ぎ，25日の豊島沖に

おける清国艦隊の奇襲となったのである。宣戦が布告されたのは，そのあと

成歓・牙山の占領をへて，8月1日のことであった。

　このように，日清戦争は，新情勢下の極東における帝国主義列強の対立の

間隙をぬい，これを利用し，一方の陣営に「レラーイ」することによって，

はじめて遂行しえたのであり，それはまた同時に，日本の戦争目的の実現を

制約する条件でもあった。陸奥は，日本の開戦外交と列国の干渉との交錯を

回顧して書いている。　「之を約言すれば，露国の意思は最初より一定不動な

るが如く，英国の意思は臨機応変なるが如し。其後英国にて発行せしrブラ

ック，ウード』雑誌中に，清国の死勢力，露国の潜勢力，及日本の活勢力が

新奇なる演芸を合奏乱舞する間に，欧州諸強国を駆て東洋の舞台に引出し来

りたりとの一節ありたるは，稽々其真相を穿ちたるものなり。余より之を言

へば，日清両国が此悲劇の舞台に演芸する間に，露国は始終舞台の一隅に隠

見し，一個の演技者として動作したるも，英国は舞台の外に在て，演芸に対

し種々の批評を試たる熱心なる看客たるに過ぎざりし。」すなわち，日清戦



「1清戦争後の天S’i　ll）1（1） 33

争は，ヨーロソバ帝国主義列強による1！Y“支配の完戊への最後の階梯・列強

による清国分割競争の本↑各化という世界史的意義をもも・）ていたのてあり，

オッ1・　一・フランケが「1清戦争をもって，1，・わゆるヨーロッパ国家系das

europtiische　Staatensystemから，　Ut　？F　1　i；il家系das　Weltstaatensystemへの

　　　　　アの

転換点ととらえたのも，かかる意味にほかならなか・，た。

注（1）徳富猪一郎『公爵山県有朋伝」下巻，1933午，9S－一ン以ド。

　　②　陸奥宗光「塞塞録』岩波文庫版，29ベージー

　e，3）明治27年6月3011付，陸奥宗光宛伊藤博文の手紙qifE辺幾治郎「川17日露戦争

　　　史話』227ヘージ）。

　　（41（5）陸奥宗光，前掲ili，64，75～6ページ。

　　（16×71i　『条約改正関係日本外交文書』第4巻，239ペー／

　　（8）（9×10）（ユ1）陸奥；ミ光，前掲書，74，75，76，77，へ一ン

　q2）F，。nke，　O．，　Di・G・・ss・nla・ht・i・0・tasien　v・・1S94　bi・191▲・B・aun・uh・vei．g

　　　und　Hamburg、1923，　SS．1～3．

2戦争の性格

　日清戦争は，対外硬派の反政府攻勢を外にそらせ，当時政府が直面した危

機を回避する手段として利用された。軍部のいちじるしい積極性のもとに、

政府が一路開戦をめざして強硬方針をとりだすと，2年来の反政府運動二た

ちまちのうちに退潮していき，対外硬派は政府攻撃の鋒をおさめ…6国一致

・
清国麿懲の大合唱のなかに没し去った。しかしこれは、戦争の一契機では

あ’，ても，まだ戦争の真の原因・目的ではない。

　政府は国民眠論の動向と対外硬運動を戦争日的完遂のために最大限に利IN

したが，戦争の主導権は天皇制の藩閥官僚と軍部首脳者の丁に握られてい

た。明治27年（1S94）6月末，日清問の衝突が不可避となったとき．対外硬派

は，8姻か駄㌶虚骸したが，それは轍にたL・する踊妨針と

まったく軌を一にしていた。だが，このことは，「天｝；！制の主導したi：色対主
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義の戦争」という説明にはなりえても，まだ戦争の真の性格を示すものでは

ない。というのは，1ある戦争の真の社会的性格，もっと正確にいえば，真

の階級的性格が，どのようなものであるかということの証明は，いうまでも

なく，その戦争の外交史のうちにではなく，すべての交戦列強の支配階級の
　

　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽ

客観的立場の分析のうちにふくまれるものだからである。」

　日清戦争は，明治初年以来の天皇制の朝鮮政策，いな対外政策全般の一応

の決算ともいうべき戦争であった。甲申政変後の朝鮮からの口本の政治的後

退と清国の進出，さらにはシベリア鉄道の起工を契機とするロシアの勢力の

南一ド，という朝鮮政策の行きづまりのなかから，日清戦争の開始が意図され

たのである。戦争の主［川勺は，朝鮮から清国の勢力を排除して，政略f：・軍

略Lの要地としての朝鮮を，政治n勺・軍事的に日本の勢力下におくことにあ

った。そして，政治的・軍］｝：的に｛剖圧することが，経済的にも朝鮮を支配す

る近道であると考えられていたところに，天皇制の朝鮮侵略の特徴があ．，

た：

　したがって，天皇制政府の朝鮮制圧政策は，絶対主義一般に特有な対外侵

略欲に・り兵帰せられるものてはないon清戦争の原因に資本主義の経済的要

求を認めることができる。しかしそれは，産業資本の市場要求としてよりも

むしろ上からの資木主義発展にともなう矛盾のはけ口としてであ・。た。商品

輸出の点からみれば、朝鮮市場がしめる吊：的比厄は微々たるものであり、朝

鮮市場の獲得が日本の産業資本にとって当面の死活問題であったとはいえな

いら

　概して「1本の朝鮮貿易は，投機的・掠奪的性格の濃いものであった。開港

後，H本の朝鮮貿易独占朋に．rsいて，対朝鮮輸出の半ばをしめていたのはイ

ギリス産生コΣ巾であったが，H本商人は，国内販売価格の20｛丘近い高値で生

金巾を朝鮮に転売し，法外な暴利をえていた。内国産商品の輸出においても

その価格は他のいかなる国への輸出価格よりも高価であった。また，朝鮮へ

の輸出品は，ことごとく内国商によって取り扱われていたCかくて輸出量は
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取るにたりなか’，たにもかかわらず，朝鮮市場のもつ意義は位要であった。

明治20年を転機とする清1司商の対朝鮮輸出への進出と，朝鮮貿易におけるn

本の独占的地f、【tlへの迫進の過程は，この金巾類の仲継貿易のll本商からの奪

取を内容とし，天津条約（18S5年）後の清国と朝鮮の宗属関係の強化を背景

としておこった。それだけに，これは，n木の朝鮮貿易にお：ナる独占的地位

の崩壊を意味すると同時に，朝鮮を政治的・軍sll：的にH本の支配下におさめ

て，朝鮮貿易における退勢を挽回することの緊迫性を示すものでもあった。

　さらに一歩、ン1ち入って，独占崩壊期におけるH本の対朝鮮輸出の質的内容

を検討すると，対朝鮮輸出が激減したまさに17年に、内国産品輸出額カミ外国

産品輸出額を凌駕し，以後着実に朝鮮むけ輸出金額にしめるその比率を増大

させ，22年に81　．　15％，25年に87．17％と9割近くまで上昇したことが注目さ

れる。かかる変化が20年以降の企業勃興期を背景として生じていること，ま

た内国産品輸出額の旧水準突破が最初の恐慌の年である23年におこっている

二とは，石過してはならないin：要性をもっていた。しかも，恐慌の勃発とと

もに，機械制大工業である紡績莱が綿糸の対朝鮮輸出を開始し、輸出総留〔に

しめるその割合は，最初から75．0％という圧倒的比Ptlを示していた。この年

11月、ノロ1本紡績連合会は，臨時総会をひらいて討議した｛liii　IE　，　n下の急務

は綿糸輸出の拡張にあり、輸出先の主なるものは清国および朝鮮てあるとし

二，1力年3万梱以内を損益にかかわらず5年間継続して輸出することを決

定した。ことに朝鮮は，先進国との競争に脅かされる恐れが少なく，低番壬

紡糸の輸出に適していたので，輸出市場拡張のうえで市：要な地位を与えら．1’し

ていた。愉川額は微々たるものであったが，急速に成長しつつある日本の綿

紡績業にとって，輸出巾場としての朝鮮の意義は，他のいかなる生産部門よ

りも大きかった。

　だがこのことからただちに，目清戦争の主な原囚が産業資本の市場要求に

あるとみるのは」1三しくない。II清戦争前に綿糸の朝鮮向け輸出（よ順内生産高

¢）0．5％にも充たない金額であり，朝鮮市場の獲得が，当面紡績業にとって
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死活の問題であり，戦争をかけて強行しなければならないほどの緊迫性をも

っていたとぱいえない。綿糸の国内生産高は，23年に前．年の2倍近くに増加

したが，それでもやっと輸入高を凌駕したにすぎない。紡績資本にとっての

主要な課題は，輸入綿糸の駆逐による国内市場の掌握にあった。そのために

は，当面，資本の蓄積，生産設備の高度化と技術の向1二，20番手以Eの訓糸

の紡出，インド綿への原綿転換，などが必要であった。かくてU本の紡績裳

にとって，輸出市場としての朝鮮市場の意義は，現実的価値よりも，むしろ

将来を予想した潜在的価値において重要であったといえる。

　　　　　　　　　第1表　朝鮮の対n清貿易の比較

ノ

－

　　　　　　　輸一

　　次　　　　　清国から

　　　　　　　　％
1886fi・1　　　　　　　　　　18．06

1887　　　　　　　　　　　26．30

1888　　　　　　　　　　　28．15

1889　　　　　　　　　　　32．39

1890　　　　　　　　　　　　34．97

1891　　　　　　　　　　　39．97

1892　　　　　　　　　　　44．58

1893　　　　　　　　　　　49．44

　入
日本から

　　　9b
　　81．94

　　73．70

　　71．85

　　67．61

　　65．03

　　60．03

　　55．42

　　50．56

’
ぢ

3
＿t
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’

輸

国三
，［’°i，

　2．35

8．39

S．91

　2．00

　4．07

6．19

　7．99

＊仁川，元山，釜山3港の合計D

＊松井清編『近代日本貿易史』第！巻，自斐閣，152～3ペーシ。

　　出

日　本　へ

　　　06
　　96．S3

　　97．65

　　91．61

　　91．09

　　98．00

　　95．9：～

　　93．S1

　　92．01

　輸入貿易にかんしてまず注口されるのは，輸出貿易にお：ナる日本のいt－・じ

るしい後退にもかかわらず，輸入貿易では依然として日本が圧倒的優位括1［

持していることである。ここに，朝鮮からの輸入貿易が，H本資本主筏ゾ発

展にとって，いかに爪要な意義をもっていたかが暗示されているc

　朝鮮からの主要輸入品は米・豆類・生牛1芝であり，この3品て朝鮮からの

輸入高の80％をしめていた。20年以後，米・豆類だけで輸入全額の半はを越

えるようになり，23年の恐慌以後は米穀輸入が急増し，朝鮮の米輸出ri　，i’　i’額

の90％近くにまで達した。このことは，朝鮮がn本の食糧供給地としての役
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割を｝sわされるようになったことを意味している。しかし，朝鮮からの輸入

米はまだ国内産米の1％に充たない数量てあり，米穀供給市場としての朝鮮

価保の衝動を過大に評価することばできない。朝鮮米の輸入がn本資本主義

にと一，て市：要な問題’となるのは，明治30年代のことである。

　朝鮮米の輸入も，金巾輸出と同様に，掠奪的・投機的性格の強いものであ

v、た　すなわち，日本人米穀輸入商は，収穫米引当てによる資金貸与という

高利廿的方法て朝鮮農民を収奪し，凶1乍の年でも大量：の米穀を買い占めて莫

大な利益をrにいれた。そればかりでなく，国内米価よりも平均10％も安価

な朝鮮汁tの輸ノ、は，国内にlsいて，　IE貨獲得の1手段としての高価な日本米

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆの輸出を代位じ「資本の急速な蓄積を可育旨にした。口本資本主義の固有の矛

盾，k．一方において，寄牛地k制のもと｝こ低賃金労働力の供給をうけながら，

他方ては、高率小作料の1n圧による農業生産力の停滞のため．都市労働力の

形成による米穀需要の増大に対応てきないというかたちてあらわれた。この

矛盾の煤発を回避し，急速に資本主義を発展させることができたのは，ひと

つには，安価な朝鮮米の輸入という条件が存在していたからてある。

　日本資本主義にとって朝鮮かはたした役割のもっとも大きなものは，金地

金の輸万二ありた。もともと国内産金量の少い日本にとって、朝鮮からの金

地金ノ）輸入は，止貨獲得，本源的蓄積の対外的な手段として，決定的な意義

をもっていた。明治初年から26年主で日本に輸入された金貨および地金の累

計額は，1，227万円にたっするが、そのうら、朝鮮からの輸人額は835万Fl、

実に68％をしめており，とくに14年の紙幣整理以後はほとんど100％近い数
〔㍉

字を示している。［1本の金準備の形成にかんするかきり，朝鮮はほとんど絶

対的としいうべき役割をもっていたのてある。ところが，23年をさかいに，

朝鮮のコえ輸出にお：ナる日・清両国の比率が逆転し，22年には1」木むけが62．o

％てあ．）たのが，23年には清国むけが63．3％となった。ここにも，朝鮮支配

をめぐる日・清間の勢力交替をみることかできる。

　朝何からの金輸入は，正常な貿易収支によるものではない。日清戦争前の
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対朝鮮貿易は，全体としていちじるしい輸入超過であった。それにもかかわ

らず，大量の金が輸入されたのは，修好条規附録第7款でみとめられた朝鮮

における日本貨幣流通権を利用し，日本の銀貨・第一銀行手形を流通させて

金を買い集めたからであった。この間の事情について，r第一銀行五十年小

史』は，「朝鮮との修好条約成立するや，我が政府は之と通商を開始し，我

が国の通貨を流通せしめ，朝鮮産出の金を買収せんとする企図あり，之がた

めに本行は政府に出願して其資金の貸与を受け，釜山支店設置の後，明治13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほハ
年5月砂金の集散地なる元山に出張所を設け……」と書いている。第一銀行

は，さらに16年には仁戊lL　21年には京城に，それぞれ支店・出張所を開設し

て業務の拡張をはかった。

　このような朝鮮産出の金の買収と密接な関連をもっていたのは，第一銀行

の海関税出納事務取扱である。すなわち，17年に，「本行をして朝鮮各開港

場に於ける関税取扱の任に当らしめられたきこと，並に納入の関税は総べて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
本行発行手形を用ひしめられたきこと」を外務省に請願し，海関税取扱条約

の締結をみた。これによって，第一銀行手形は，その流通範囲を拡大し，流

通力を強化していった。そして，第一銀行は，海関税取扱条約とひきかえ

・に，海関税を抵当として朝鮮政府にメキシコ銀2万4，㎜ドルを貸付け，し

だいに朝鮮政府にたいする金融的支配力を強化していった。

　こうして，第一銀行は，17年以降，大蔵省あるいは日本銀行から多額の資

金貸付をうけて，朝鮮産出の金地金の買収につとめた。さらに，日清戦争後

の30年，金本位制が実施されるにおよんで，金買収事業は本格化し，国内の

年間産金量200貫にたいして，朝鮮からは6～800貫の金地金を輸入している

ことをあわせて考えるならば，日本の正貨準備のうえで，朝鮮産出金の輸入

がはたしていた役割の重要性は明らかである。明治17年の見換銀行券条例の

制定によって，日本は銀本位制をとっていたが，この頃から，銀価の世界的

低落がその勢を強め，欧米諸国では，金本位制の採用が相つぎ，排銀吸金の

政策がとられていた。こうした趨勢のなかで，明治政府が正貨充実，洋式機
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械・原料の輸入，ことに軍備拡張のための軍艦・兵器・弾薬の輸入をはかる

ことは，朝鮮からの大量の金輸入をまってはじめて可能であった。それだけ

に，23年以降の朝鮮の金輸出における日・清比率の逆転は，深刻な問題であ

った。

　以上，日本資本主義にとって，日清戦争にいたるまでの朝鮮市場は，産業

資本の輸出市場としても，農産物供給市場としても，あまり百要な役割をは

たしておらず，また期待されてもいなかった。むしろ，本源的蓄積を遂行す

るためのあからさまな掠奪貿易の対象として，現実により百要な役割をぢわ

されていた。日本の朝鮮貿易は掠奪的・投機的方法により法外な利益をあげ

てきたが，そのことは清国の政治的進出とあいまって，朝鮮における日本の

勢力後退を惹起するにいたり，これを挽川するために，朝鮮を政治的・軍事

的に制圧することが必要になった。これは，日木資本主義にとって、日清戦

争が国家権力による本源的蓄積の遂行という性格をもった戦争であったこと

を意味している。

　だが，日清戦争の性格を，絶対主義権力のおこなった植民地からの富源獲

得という観点だけで説明するのは正しくない。さきの輸出市場・農産物供給

市場・金地金の輸入という問題は，すべて天皇制政府が推i｛皇してい’．たヒか

らの資本主義発展のなかから提起されてきたのであり，本源的蓄積の遂行が

産業資本の確、‘元過程にオーバーラップしているからである。絶対主義権力と

しての天皇制は，自己独自の侵略欲を満足させると同時に，総資木の要求を

先取りして、資本主義発展のための一般的諸条件を保障しようとした・1）であ

る。

　一般に，本源的蓄積期の植民政策は，いわば［1無主先占的に，．上地を領有

するというかたちで，非独占的に遂行される。また，産業資本の国外市場へ

の要求は，必ずしも軍事的手段や独占的支配を必要とするものてはない。む

しろ，安価な商品を武器とする自由貿易というかたちをとるものてある。し

かし，すでに欧米先進列強の極東分割競争が激化しつつあるなかで，おくれ



40　　日清戦争後の天皇制（1）

て登場してきた日本にとって，無主先占的な植民政策や自由な経済競争の余

地はもはやなかった。かかる条件のもとでは，商品輸出市場と原料資源のた

めの産業資本の要求も，国家権力による外国勢力との対抗・独占的支配とむ

すびつかないかぎり，すこしも解決できなかった。かくて日清戦争は，いわ

ば先取りされた帝国主義戦争としての性格をももっていた。すなわち，内部

的条件が整わないうちに，対外的には，予想される近い将来の帝国主義戦争

という想定のもとに，これに対応して帝国主義的傾向をおびるにいたったの

である。そして，そのことが逆に，天皇制権力をして，自己自身の国内体制

をも，先進帝国主義列強の姿にあわせて，改造せざるをえなくするのであ

るo

　日清戦争は，世界史的には，帝国主義列強による清国周辺諸国の分割の終

期を画する戦争であると同時に，清国の半植民地的分割の本格的な開始を画

する戦争であった。したがって，帝国主義移行期の最終段階をいっきょに進

行させるための画期をなす戦争であった。絶対主義権力としての天皇制の本

性に根ざす，「政略」・「統治の手段」としての戦争が，そのような世界史

的役割を積極的に演じたところに，日清戦争の特質があった。

　日本の天皇制は，世界史的におくれて登場してきたため，半封建的農業を

基盤に，上から資本主義を発展させるという課題を背負い，古典的絶対主義

の場合とは異った，特殊な本質的に矛盾した経済構造のうえにたち，成立早

々から，内部矛盾の激成に脅かされねばならなかった。対外的軍事侵略の成

功こそは，内部矛盾の激化を一時よわめ，権力の基盤を安定強化することで

あり，より本質的には，権力の本来拠ってたつ半封建的経済関係と家父長的

社会構造を外部へ拡大発展させて，それらの動揺解体を阻止することであり，

また同時に，不均等発展からくる先進的産業資本の経済的要求をみたしてや

ることでもあった。かくて「万国対峙」という維新以来の天皇制の対外的危

機意識は，ますます促進され，「利益線の防護」が，「主権線の守禦」と不

可分一体のものとして認識されたのである。
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　さらに市：要なのは，対外的軍事侵略の成功が，上からのコースによるもの

てあれ，欧米列強にたいする半従属状態から脱却して，民族的統一と国家的

独立を完成させるための必要前提である，と意識されていたことである。こ

のことは，日清戦争が，本源的蓄積の対外的な一手段として，産業資本の確

立過程て遂行されたということと関連している。それゆえに，日清戦争は，

国民戦争の外観をもつことができた。しかし，それはあくまでも外観にすぎ

ない。絶対主義の社会構成のなかにおかれた場合，資本主義の発達とその基

盤をなす二国民経済」の形成は，上から権力的に歪曲される。かかる条件の

もとては、本来1国民」大衆にむすびついて生みだされるナショナリズムの

国民からの疎ケト、つまり、ナショナリズムの「国権主義1化という現象が生

じる。そして、　国民主義1にもとずく主張は，r国権主義」の推進力に転

化させられ・Lr欧オこ列IJ日1にたいする防衛感・危機意識が、清国にたいする侵

略要求・民族的優・越感と一体になってあらわれてくる理由も，ここにあっ

たc

　要するに，日清戦争は、上からの資本主義発展がもたらす矛盾のはけ口を

対外侵略にもとめ，大陸進出の起点を獲得するため，また，権力基盤の維持

拡大と当面の主要課題’⊂噛ある統一’と独立の完成をはかるために，天皇制の強

力な主導の1、とで開始され，遂行された。そして，国内的には，絶対主義の

対外侵略戦イい本ll！1（的蓄積期の戦争・1／P業資木確ごノ：過程ソ）戦争という性格を

あわせもち，世界史的には，欧米先進列強の極東分割競了rにk寸Li：し、いっき

ょに帝国主義的再分割へと移行させるための画期をなす戦争という性格をも

っていた、、

注山　S項目の意見の内容は，

　　　1．朝鮮をして独立と永久の中“ノ：を全うするが為に内外政務の整理をなさしむる

　　2．朝鮮をして清国のIi渉を謝絶せしむること．

　　3．京城釜山間の電イ這は口本政府に於て保管するの特権を｛iすること。

　　4．京城釜山及び其他枢要なる市港に達する鉄道を布設せしむること。
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　5．沿岸航海貿易，及び漁業の自由を日本人民に与ふること。

　6．現在開市場の外，数箇所に於て日本交易の為に市港を開くこと，

　7．現在の開市場に於ける日本人の居住地区域を拡張せしむること。

　8．朝鮮国の内外政務の整理を認むべき時刻迄現在派出したる日本軍隊を京城若

　　くは其の他の地に駐在せしむること。

（2）　レーニン「資本主義の最高の段階としての帝国主義1『全集」第22巻，21Sペー

　ジ，傍点原文。

（3）松井清編『近代日本貿易史」第1巻，第1章。

（4）中塚明「日清戦争」岩波講座「日本歴史』近代4，134～6ペーン。

（5）（6）　『第一銀行五十年小史」73～4ページ。

（71大塚久雄「政治的独立と国民経済の形成；『思想』第444号，196111こ｛；IL参

　照。拙著『科学としての政治学』有1‘1堂，1967年，57～9へ一ン．参照．

3戦争の展開

　H清戦争は，その性格が複雑で外的な制約条件が多かっただけに，将来朝

鮮をいかにすべきかという問題について，天皇制官僚・軍部のなかに’【／l初か

ら確固たる方針が存在していたわけではなかった。

　明治27年（1894）8月17nの閣議は，対朝鮮政略について討議した結果，

「朝鮮を名義上独立国と公認するも，帝国より間接に直接に永遠若は或る長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロエ
時間其独立を保翼扶持し、他の侮を禦ぐの労を取る’1臼を’｜i面の日的とし，

細目については，他日さらに廟議を確定することにした。陸奥外相は、「当

局責任者として斯る不確なる廟議を実行するは甚だ困萸雀を覚えた．］が、「今

強て之を確定せむことを望むは亦殆ど出）に得べからざる相こ属す，因て兎も

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら
角も閣僚協議の結果に依従し，将来臨機応変の処分を取るの外なし」と考え

た。しかし，　「実地に斯る内情を酌猛して外交上の操縦を為さむとすれば，

何事にも支梧抵触し，特に朝鮮政府に対する動作は，自ら外面強き程に1よ裏

面強からず，腐色厳語すれども手腕其後に続かず，有体に云へぽ、我国が朝

鮮に対する政略は，常に外来の1拝情に制せられ，剛柔弛張殆ど意の如くなら
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ざること甚だ多く，是に於て乎，内政改革の事業に於て我政府が嘗て公言し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヅの
たる所を実行する能はず，往々隔靴掻痒の憾を免れざりし」という結果にな

った。そして，このような戦争目的の不確定が，やがて政府部内の対立を表

面化させる原因となった。

　山県第1軍司令官は，27年11月，九連城から，朝鮮の根木政策にかんする
　　ぐい
意見書を天皇に上表し，釜山・義州間の鉄道敷設と平壌以北の枢要の地への

邦人移植の2策を，当面の急務として提案した。彼の意見は，政府が井上馨

公使をして朝鮮の内政を改革させ，区々たる官制の改革によって朝鮮を扶植

しようとしたのは，政策の出発を誤ったものであるとの批判にたち，「此の

国を助けて独立の名と実とを全ふせしむるは，宴に至難の業」であるから，

朝鮮の実情に適した改革を実施し，植民政策を推進すると同時に，1我に於

て其の運輸交通の権を握り」，日本の川防的外廓として朝鮮を扶植せよ，と

いうにあった。

〔補注〕

　IJJ県は，この意見書のなかで，つづけて川いている。「rrliして之を為す、二最も必

要なる者は，則ち釜山，義州間の鉄道にして，釜川，京城間の鉄道につごてば，今

r旧に密約の存するありと難ども，若じ之を延長し’二義川に至らざるに於ては，臣

窃に其の功を一箕に欠くの憾兵ちらん事を恐るSなり。II．つ人れ御1．義川の道路

は，即ち東亜ノく陸に通するの大道にして，後来・ヒ那を横断して直ち、こ向度に遼一1“る

道となる可きは，毫も疑を容れざるのノばらづ1，孜珂；にして，V・Slを果洋v二振ひ．永

く列円の問に｝ゴ日見せんと欲せば，亦須らく此の道を以て直ちに印度に通『1二るの大道

　（為さk一る可からざるは，臣ヵ聯信して疑わざる所なり，」

　しかし，山県ぴ）このような意見は，現実におい．二実liできない］，のて1’「った．す

なわち，開戦直後，日韓暫定∫↑同定款、二よっ’二敷設！ξを獲i｜｝したtjt：1ε・III：fl両鍔1道

にたいしてすら，　「斯る・大企業を施設するにJf　，），其費用を何処1：．kr∫べきかと

云ふ問題起り」，政府∴ll内で，川庫：支川論ノyl・時さかん1こなったが，戦費調達と鏡

合するため，｛到底日叩’ξ出の，義は、「ふべくして行ふべからざるのdi：となった，

そこで，陸奥外相は，「豪商巨族の有志者1を1κき，「彼等を往憩して此企1裳に当ら

しめむとしたり，然るに彼等は最初の熱心にも似す遅疑違巡し，……政［付が直接｛肩

接に国庫の負担を引受；ナざるi、，彼［ぱして此’打菜を企つべしといふ者はなく，外
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（，1

　交【慨得の譲与も亦克に画1餅に帰するに至れり1という有様であった。

　山県が、対清作戦の遂行にあたり，独断専行を敢てしたのも，このことと

関連していた。すなわち，九連城攻略ののち，兵姑維持の困難と冬将軍の脅

威、それに翌春早々に予定された直隷JZ野の決戦に兵力を温存するため，大

本営は第1軍に冬営に入ることを命じた。しかし，山県は，第2軍の旅順口

攻略の報に接し，「縦令，渤海の関屍たる旅順にして陥落するとも，敵兵に

して遼東半島の中枢たる海城を拒守する以1：ぱ、我軍が後顧の虞なく直隷の

’ド原に進出することは，困難なるを免れぬてあらう」と考え，独断て第3師

団に海城攻撃を命じた。平壌総攻撃につぐ2度目の独断専行であった。その

ためillV］，は、勅命によ・一，て召還された。帰国したt1」県は，12月18　H，天f1　1，に

拝謁し、船中て起草したdill州氷解後の作戦計画にかんする意見書をヒ表した

が，枢密院議長と第1軍司令官を解職され，監軍に任命された。

　山県とまったく対照的なのは，松方正義であった。彼は，朝鮮の開港場の

増加と居留地の選定，炭坑開掘利権の獲得，電信架設権の掌握，京釜鉄道敷

設権の獲得の4策を主，Jj、し　［内政改革の美名を避けて，其実利実益を収む

　　　　　　　　　　　　　　　　　くびり
る」ことを，対朝鮮経論の眼日としていた。さらに，大本営が直隷平野の決

戦を指向して作戦計画をたてていたとき，伊藤首相にあって，国際競争の趨

勢にかんがみ、東亜大陸の将来を顧念するならば，「我国はLs　［1に当り，北

守南進の国策を確定し，我軍の満州より北京に進入するに先立ち、別に…軍

を出して，台湾全島を占領し，南方経営の実を｝汽ず、以て国家百年の大計を

　　　　　　　の講ぜざる可からす」との意見を開陳し，伊藤の賛成をえたうえて，川・L参謀

　　　　　　　　　　　　　　　か次長に台湾占領にかんする意見、llをおくった。この松方の意見は、当時の政

府部内にあって、4、っと4Jブノしジョア的要求にそう」、のてあ・，たか，そのま

まハかたちては実施されなか．）た。

〔補注》

　松方は，川上宛の1幻↓苫のなかて，「北京に迫り城下の盟を為すことは，武功の
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llil於ては，最上の名誉に候得共、戦争の終結よりノd’∫V？：をなす時二於ζは，其ノ）

実益は名聞の赫々たる程，重要なるもの；二はレ無之と存候　と北ll，：進攻作戦を批川

し，台湾をr南門の関鍵　，北’ll：南進策の1第’箸の1山留り、と位置づ：ナ．、此il　I｝

して，海峡諸半島及び南洋群島．二及□ごは，当然の勢ひと仔候tt右ヨ1は国防ヒ、：：；｝　’b

る］ノ，通商1：よt｝するも、殖民上よりするも，所謂る軍略の1：、こ於’：も，商陥の1：

に於ても，戦争，二於ても，平和に於ても，その、1（切なる諭を挨たす候　即ち我邦1二

占領して，斯る大利益あるからには，他同より占領せられては，我邦、二非常のノ〈ll．1

害をIJIふることも亦た勿論，二候　と書いた　そして，　今日iz於て占領する能，鰍．ih

んば，終占占領する0）機会は可。無之と存候．何となれば他の諸強1｝］は決して，今後

，二於てfを摸き，指を脚へて傍観する筈はレ無之候1と，台湾占領の緊急1生を説き，

「仮りに台湾を占領したるが為に北京に迫るの機を失したりとするも，帝川rl年の

大、；LLよりすれば，別段の大L・なる損害はレ可。無之候。少くとも北京．二迫りたるが

為1：台湾を占領する能はざるに比して，大いなる利益レ可。有之候　と強調した

　この松方の台湾占領論は，まだスウィーシーのいわゆる「予想的併合」，ある．．・は
　　　　　　の
「防衛的併合。にとどまっているが，すでに近い将来における帝国主義段階のPI｜幕

を予定したものであった、

　日・清問の勝敗の分岐点となったのは，27年9月の’ド壌と黄海にお1ナる日

本陸海軍の勝利であった。その後，第1軍：よ，10月1711義州を占領，脾緑江

を渡河して26日九連城，29日鳳恩城を攻略，第2軍は，遼東半島の花園口に

．li陸して11月6「1金州城，21日旅順口を占領した。しかし，あいつぐ戦勝：よ，

すでにそのうちに危険をはらんていた。

　新聞は，各紙競争して戦争の報道に力を入れ，国民をあ七・，た。ミ…般の

気象は壮心快意に狂躍し，驕騨高慢に流れ、国民到る処蚊声凱歌の場裡に乱

酔したる如く，将来の欲望日々に増長し，全国民衆を挙げ……了ジン’＝イズ

ム』の団体の如く」，愛国心の「粗豪彪ノロは，’1］局者をしてかえ・，て困惑

　　　　　　　　　　り
せしめるほどてあった。講和条件iこついて，政府部内ては，海軍が台湾全島

の割譲を要求し，陸軍は遼東半島を領有すべしと主張し，財政当局は割地ilI

題に熱心てないかわりに巨額の償金を要求し、．悉く之を調和して各「いり満

足せしむるの成案を得むとすれば……諸牙大の条件を成すを見る1有様であ、，



46　　日清戦争後の天皇制（1）

た。また，民間各政党においては，対外硬派が盛京省と台湾の割譲と3億円

以上の償金を要求し，改進・革新両党は「山東，江蘇，福建，広東の4省を

我領有となすべし」と主張し，自由党は「吉林，盛京，黒龍江の3省及台湾

を譲与せしむべし，日清両国の通商条約は欧州各国の条約を凌駕する条件を

　　　　　　　　　　　　　ロロ
約訂すべし」と主張していた。

　この年10月，イギリスによる連合干渉の提議は失敗したが，「欧州強国は

敦れも日本の全勝に乗じ，清国をして土崩瓦解に陥らしめず，且つ速に戦争

を息止する為め，日本の要求を成るべき丈け過大ならしめずとの事に於て一
ゆ

致」していた。なかでも，「露国の日清両国に対する深意は，鵜蛙両獲の利

を得ざれぽ必ず熊魚一味を嘗めむと欲し，執れか時機の来るを待ち居たるも
　　　ゆロ
のの如」く，はやくも講和後の三国干渉の到来を予測させるものがあった。

　このような内外相異の情勢のなかで，陸奥外相は，「今や寧ろ内部の風潮

をして或る程度に進行せしめ，幾分か国民の希望を満足せしめたる後に非ざ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
れば，到底外来の危勢を予防するの術なきを察し」，「我軍隊の運動最も迅速

にして，外国の干渉余り面倒にならざる以前に，何れの地方にても占領し置

　　　　　　　　　　　お
き候事最も必要と存じ候｜と，伊藤首相に書き送った。かくて伊藤は，冬季

作戦について，「威海衛ヲ衝キ台湾ヲ略スヘキ方略」を起草し，12月4日大本

営に提出した。その要旨は，いまただちに大軍を渤海湾頭に進め，直隷平野

を虐巻して北京を衝くのは，「徒二天候二抗シテカヲ靡耗シ」，そのうえ「清

国ハ満廷震骸暴民四方二起リ，土崩瓦解遂二無政府トナル」，その結果，列

国の居留民保護を口実とする合同干渉をまねくばかりでなく，日本としても

講和の相手を失ってかえって困難な事態におちいる。したがって，当面は，

「第1第2両軍共二其ノ必要守備ヲ占領地二留メ」，その余力で，一方は，

海陸から威海衛を挾撃して北洋艦隊を掃滅し，他の一方は，台湾を略取して

台湾の割譲を講和の一要件とする素地をつくるべし，というにあった。

　かくて翌28年，第1軍は，鞍山姑・牛荘・営口を占領し，第2軍は，1月

20日山東半島栄城湾に上陸，2月2日威海衛を占領した。これと同時に，台
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湾征討を十すめ，3月26日影湖列島を占∬頁してまさに台湾本島の攻略におよ

はんとしたとき，下関て講和会議がひらかれることになった。

注　［li陸奥宗光二塞塞録』㌧‘｝波llζ川版，136ヘーシ。

　　　「2H3）　　rli！」：，　130，　130～・1〆＼一ノ　

　　四　徳富猪一・郎1」公爵山県有川伝」ド巻，254ヘーシ以下；

　’51阯奥宗光，前掲ll｝，131～2ヘーシo

　　〔6）（7．）徳富猪一郎L公爵松方」ll義伝」坤を，499～500，546ヘーン。

　凶　同E，546へ一ン以ド、

　　［g〕　SNviK　Zy，　P．　M．，The　Thcory　of　C≡ipitnlist　D」・velopment，　London，1942，

　　　P，　303．

　　llC〕）（11）Ci2．rllll；rl－b〔15／，　1准奥宗光，前掲‘【［，145～6，147，148，　175，　176，183～5ヘーシ。

　　　il｛；）　春畝公」［12幻会　［「f｝｝∫藻博文［zl！’下巻，　1　34　．v，s．　t、　Hジ。

4　日清講和条約

　明治28年↓1s95）4　」－J171i，講和条約が調印された。主な内容は，朝鮮の

独、’ノ：自主の確認（第1条）、遼東半島・台湾・膨湖列島の割譲（第2条），軍費

賠償金として庫’F銀2億両の支］二、（：1’y　．1条），通商航海条約および陸路交通貿

易にかんする約定の締結（第G条第1項），であ・。た。

　この第6条は，［・現二清川ト欧1・1・1各国トノ間二存在スノし諸条約章程ヲ以テ，

該日清ililj国｝1｝」諸条約ノ基礎ト為スヘシー1と規定した点で，日本が欧米列強と

同等の地㍑にたつことを意味していた。だが，それだけではなく、第2項に

おいて、従末の開市聞港場のほかに、　［．日本国臣民ノ商業fl三jliに［業及製造業

ノ為メニ⊥　あらたに沙Tif・市：慶・蘇州・杭州をiii・1市川港する（第1号）、　rI

本汽船の航路を、（1）楊子江L流湖北fV．’i宜昌から四川省ili：慶まて，（2）上海から

呉蔽江および運iii∫に入り蘇州・杭州まで拡張する（第21の，［H本国臣民ヵ

清川内地二於テ貨ll【］汲生産物ヲ！li“s”買シ，又ハ其ノ輸入シタル商品ヲ清国内地

へ運送ス・し二・・，右購買品又ハ運送ll∴ヲ倉入スル為メ，何等ノ税金取lt／1金ヲ

モ納ム・Lコトナク，一時倉庫ヲ借入・レルノ権利ヲ有スヘシ」（第3号），「日
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本国臣民ハ清国各【｝f・］市場開港場二於テ，白由二各種ノ製造業二従’jll　7．・しコト

ヲ得ヘク，又所定ノ輸入税ヲ払フノミニテ，白由二各種ノ器械類ヲ清国へ・〔命

入スルコトヲ得ヘシ。清国二於ケ・レ日本国臣民ノ警2造二依ルー切ノ貨品ハ，

…… 泊国へ輸入シタル商品川司一ノ取扱ヲ受ケ，且同一ノ特典免除ヲ享有ス

ヘキモノトス」（第4号），と規定していた。

　このような広範な通商特権の獲得は，「夫れ清国は……将来我が海・ハ川勿及

び製造品の一大市場と為すに足るものあれば，此の機に乗じ須く通商ヒ・り特

　　　　　　　　　パ
権を拡張すべきなり」という日本のブルジョアジーの要求の実現てあ．）た。

だが，それ以ヒに，「右の利益は我れ独り之を襲断するに非ず，欧」ミ諸同も

亦当然に均箔し得べきを以て，利益関係の切なる英独米等の諸国は我が措置

　　　　　　　　　　　　　　け
に対し必ず満足を表するや疑なし」との判断から，r我政府力各国一般ノ利

　　　　　　　　ゆ
益ノ為二要求シタ」ものであった。第6条第2項の要求にぎ．・し，講和条約

全体の実現のために，欧米諸国，なかんずくイギリスの同調と歓心をえよう

としたことは明らかであった。この点で，日清戦争は、イギリスのブtしジョ

アジーの要求を代行した戦争としての性格をもち，日本のフ’しジョJ・tシーは

獅丁の分け前にあずかったものといえる。

　すなわち，日清戦争後，il本綿糸の清国むけ輸出の最大しり市場ぱ華北にひ

らかれ，講和条約第6条第2項第1～3号の長江流域の開市間港1，；よび航行

・ 交易の自由は，すべてイギリス・ゾ・しジョアジーの子中に帰したハニちっ

た。また，第4項の資本輸出にかんする条項は，日本のブ’レジョアジーにと

っては，いわば先取りされた条項であり，資本輸出の余力を’Lvた1，，たないあ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ　いだは，日本のブルジョアジーにと・）てむしろ不利に作用したっ現実に、清

国への資本輸出の恩恵をうけたのは，H本のブルジョアジーて∴なく、最恵

国待遇条款によって同等の権利をえた欧米諸列強のブノしジ三1アジー－t’　．t）っ

た。極東にお：ナる帝国主義的分割競争の本格化という情勢を敏感に感得し，

これに対応するための行動へとはげしい衝動を抱いたが，日本ぼ本．1：義は，

日清戦争の成果を手中におさめるには，なお力が十分ではなか’）たこ
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　講和条約調印6［］後の4月23日，ロシアがドイツ・フランス両国をさそっ

て，U本に遼東半島の還付を迫ってきた。いわゆる二国干渉は，日本が帝国

主義列強の極東分割競争にくわわり，その結果，列強の反撃を蒙ったものに

ほかならなかった。政府は，5月5H，遼東還付を3国に通告し，その代償

として，清国から庫平銀3，000万両をうけとることになった。国内の過戊（な

講和条件にもかかわらず，日本が獲たところのものは，当時の国際環境・うも

とで，「畢克，我に在ては其進むを得べき地に進み，其止らざるを得ざる所

　　　　　　　ドのに止まりたるもの」であった。三国干渉によって獲物はけずられたが，台湾

と諺湖列島の割譲は，天皇制にとって最初の植民地領有となり，その対岸の

大陸福建地方に進出するための起点となった。朝鮮については，「其止らざ

るを得ざる所に止まり」，清国勢力の排除でおわったが，それはやがて，勢

力圏から保護領をへて併合にすすむための階梯であった。

　戦勝0）政治的結果が，天皇制権力の強化と帝国主義的権力の役割の機能的

代行となってあらわれたとすれば，戦勝の経済的結果は，資本主義経済の飛

躍的な発展となってあらわれた。

　第1に，戦勝は，産業資本の蓄積をさらに推進した。2億円余の戦費（開

戦時の歳出予算総額8，583万円と比較すると，いかに巨額であったかがわかる）の大半

が，軍需品の注文をつうじて関連企業に散布され，莫大な利益をもたらした、

さらに，この戦費をh回る償金（運用利殖高・交換差増高をくわえ，邦貨に換算し

て3億6，451万円）が，経済的発展の強力な動因となり，日本資本主義の本源的

蓄積過程の一応の終期を画することになった。また，償金の収容によってffi

本位制の実施が可能になり，外資輸入の道がひらかれた。

　第2に，戦勝は，先進的産業資本のために国外il賜を開拓い資本蓄積を

促進した。朝鮮からの清国勢力の排除は，対朝鮮貿易における日・清の地位

を逆転させた。　「日清戦争を機として清商の帰国がおこなわれた⊃に対し，

　　　　　　　　　　　　　　　　　くのF］商の決定的な進出となったのである。」また，台湾の領有は一コ本商品に

独占的市場を確保し，日清通商航海条約の締結は，広大な清国市場への進出
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を有利にし，将来の資本輸出に手掛りをあたえた。

　最後に，戦勝による資本主義経済の急速な発展は，農業と工業のあいだ

の，工業内部における生産部門間の．不均等発展をいっそうはげしくした。

その結果，特定の先進的工業部門では，早熟的に独占化の傾向があらわれは

じめ，これらの産業ブルジョアの性格もかわりだした。彼らは，欧米諸列強

に対抗して外国市場の排他的支配を要求しはじめた。資本の蓄積の不十分と

競争力の不足を軍事力でカバーし，彼らの要求をみたしてくれるものは，天

皇制の権力以外になかった。それは同時に，天皇制が絶対主義権力として存

続していくための条件でもあった。

　かくて日清戦争は，n本の資本主義を確立させ，急速に帝国主義段階へ推

転させる跳躍台となった。それにともなって天皇制は，日本帝国主義の権力

としての政治的機能をもはたすようになるのである。

注Cl，（2）小村寿太郎外務省条約局長の陸奥外相に提lliした［講和条件に関する意見

　　書1（外務省編『小村外交史』上巻，61～2ページ）。

　（3）　『日本外交文書』第28巻，第1冊L728へ一シ。

　（4）拙稿1農商工高等会議について　　日本帝国主義成立史上の…論点1『同朋学

　　報』第12号，1965fll6　Jl，85～9ヘージ，参照。

　（5）陸奥宗光「塞塞録」岩波文庫版，307ページ。

　（6！　「朝鮮における我が貿易商の勢力」『東洋経済新報』第42｝｝，1897年Ul15F［，


